
平成２６年４月２４日  教育委員会会議  

・ 日 時  平成２６年４月２４日(木) 午後３時００分～午後３時３０分 

・ 場 所  １０階 委員会開催室 

・ 出席委員  金村勲委員長、須賀まり子委員、無着道子委員、徳永正靱委員、 

後藤恒裕教育長 

 

会議次第 

１ 開     会 

２ 教育委員会委員及び職員紹介 

３ 前回会議録承認 

４ 議     案 

  議案第１７号 教育財産（土地）の取得について 

  議案第１８号 山形市総合学習センター運営協議会委員の委嘱について  

  議案第１９号 山形市社会教育委員の委嘱について 

  議案第２０号 山形市郷土館運営協議会委員の委嘱について  

  議案第２１号 山形市立図書館条例施行規則の一部改正について 

  議案第２２号 山形市立図書館協議会委員の委嘱について  

５ 報     告 

（１）学校給食費未納保護者に対する法的措置について  

（２）山形を学ぶ推進事業テキスト「ベニちゃんのまるごとやまがた」の発刊につい

て 

６ そ  の  他 

７  日    程    等 

  （１）日程について 

  （２）教育委員会主催（共催）の行事予定について  

８ 閉     会 

 

 

会議録 

 

１ 開 会  委員長 

 

２ 教育委員会委員及び職員紹介 

 

 管理課長から教育委員及び職員の紹介があった。 

 

３  前回会議録承認 

 

４ 議 事 

 

委員長･･･議事に入ります。はじめに議案第１７号 教育財産（土地）の取得につい
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て、説明をお願いします。 

 

 管理課長より、山形県が実施する一般国道３４８号線交通安全道路事業（山形市

南館）に伴い、山形県が整備しようとする歩道橋の南側にある歩行者専用の通用口

を設置するため、南沼原小学校敷地の一部として教育財産（土地）を取得しようと

する旨説明があった。 

 

委員長･･･何か質問はありますか。それでは議案第１７号を承認してよろしいでしょ

うか。 

 

（各委員より「はい」の声あり。） 

 

委員長･･･次に、議案第１８号 山形市総合学習センター運営協議会委員の委嘱につ

いて、説明をお願いします。 

 

学校教育課長より、山形市総合学習センター運営協議会委員について、昨年度に

２年間の任期で委嘱をしたが、小学校教育研究会会長の変更に伴い、新たに１名を

委嘱する旨説明があった。 

 

委員長…何か質問はありますか。それでは議案第１８号を承認してよろしいでしょ

うか。 

 

（各委員より「はい」の声あり。） 

 

委員長･･･次に、議案第１９号 山形市社会教育委員の委嘱について、説明をお願い

します。 

 

社会教育青少年課長より、山形市社会教育委員について、新たに 1 名を委嘱する

旨説明があった。 

 

委員長…何か質問はありますか。それでは議案第１９号を承認してよろしいでしょ

うか。 

 

（各委員より「はい」の声あり。） 

 

委員長･･･議案第２０号 山形市郷土館運営協議会委員の委嘱について、 

説明をお願いします。 
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 社会教育青少年課長から、山形市郷土館運営協議会委員について、新たに１名委

嘱を行う旨説明があった。 

 

委員長…他に何かありますか。それでは議案第２０号を承認してよろしいでしょう

か。 

 

（各委員より「はい」の声あり。） 

 

委員長･･･議案第２１号 山形市立図書館条例施行規則の一部改正について、説明を

お願いします。 

 

図書館長から、現在図書館本館の開館時間は午前１０時から、平日は午後７時ま

で、土日祝日は午後５時までとなっているが、利便性の向上を図るため、平成２６

年６月１日より開館時間を３０分繰り上げ、午前９時３０分からの開館にしようと

する旨説明があった。 

 

委員長･･･他に何か質問はありますか。それでは議案第２１号を承認してよろしいで

しょうか。 

 

（各委員より「はい」の声あり。） 

 

委員長･･･議案第２２号 山形市立図書館協議会委員の委嘱について、説明をお願い

します。 

 

図書館長から、山形市立図書館協議会委員について、前任者の異動に伴い新たに

１名委嘱をする旨説明があった。 

 

委員長･･･他に何か質問はありますか。それでは議案第２２号を承認してよろしいで

しょうか。 

 

（各委員より「はい」の声あり。） 

 

 

５ 報 告 

 

委員長･･･続いて報告に移ります。（１）学校給食費未納保護者に対する法的措置に
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ついて、報告をお願いします。 

 

学校給食センター所長より学校給食費の未納対策について、学校給食費未納額の

状況や、催告・再催告・再再催告実施後の未納状況、未納保護者に対する法的装置

についてのこれまでの取組みや平成２６年度の法的措置実施予定について報告があ

った。 

 

委員･･･給食費未納保護者に対して、今後どのような措置を取るのか、流れを詳しく

教えてもらいたい。 

 

学校給食センター所長…現年度中の未納については、各学校に努力をしていただく。

過年度の未納がある場合は、学校給食センターでも関わりながら、教育長と学校長

の連名による催告などを送り納入を促していく。それでも納入されない場合は、未

納の理由などの情報を集め、個別に判断し、教育委員会として法的措置の対応を取

る場合もある。 

 

委員･･･児童手当から未納分を徴収する場合もあるとのことだが、いつの分からの徴

収になるのか。 

 

学校給食センター所長…３ヶ月以上未納がある場合に、保護者からの申出を受けて

徴収をするという流れになる。保護者からの申出を受けてからでないと徴収できな

いので、３ヶ月以上未納がある保護者に対し、申出の依頼をする。  

 

 

委員長･･･（２）山形を学ぶ推進事業テキスト「ベニちゃんのまるごとやまがた」の

発刊について、報告をお願いします。 

 

社会教育青少年課長より山形を学ぶ推進事業テキスト「ベニちゃんのまるごとや

まがた」について、テキストは６章３５節で「地理」「歴史」「産業」「文化」「自然・

環境」等をテーマに、山形市の特徴をまとめたものである旨、公民館８館を中心に

した社会教育事業での活用、小・中・特別支援学校の教育での活用、山形市ホーム

ページ「なんたっすやまがた」に掲載し、山形の情報発信としての活用をする旨報

告があった。 

 

委員･･･山形の様々な魅力が書かれたとても素晴らしいテキストだと思う。家庭に持

ち帰り、親子で見たりすることができればよいと思うが、テキストを売り出すこと

はできないのか。 
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社会教育青少年課長･･･テキストは小学校、中学校、公民館、コミュニティセンター

への配布を考えている。手にとって見たい場合は公民館やコミュニティセンターな

どで貸出を受けてご家庭で見ていただくという形の活用を考えている。テキストの

取り寄せについて問い合わせもあるが、需要を見ながら考えていきたい。  

 

教育部長…テキストの販売については、頂いたご意見などを参考にしながら、あま

り時間をかけずに検討をしたい。 

 

６ その他 

 

委員長･･･その他ですが、何かありますか。 

 

委員･･･総合学習センターの学生ボランティアというのは、山形大学の学生だけなの

か。 

 

学校教育課長･･･総合学習センターのボランティアは山形大学の学生だけであるが、

東北芸術工科大学や東北文教大学の学生などが各小学校で学習支援などのボランテ

ィアを行っている。 

 

委員長…他になければ、以上で終わります。 

 

７ 日程等 

 

 管理課長から、平成２６年４月２５日から平成２６年５月３１日までの日程、行

事予定について説明があった。 

 

８ 閉会  委員長 

 

 


